
５ 消費者教育等に関する県民の意識  

 

 

  県では，県民の消費者トラブルや消費者教育の現状と課題に対する意識，県内の事

業者並びに教育機関における消費者教育の取組状況及び今後の意向を把握し，消費者

基本計画策定の検討資料とするとともに，今後の消費者教育をより効果的に推進する

ための基礎データとすることを目的として県民意識調査を実施しました。 

    

○  調査期間：令和６年１０月８日～10 月２９日 

 

○  調査対象等 

 調査対象 調査項目 標本数 

一  般 

消費者 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 

４月１日現在で 

18歳以上の男女 

 

 

 

 

 

(1)  消費者問題への関心度について 

(2)  食品ロス削減について 

(3)  エシカル消費１について 

(4) 商品やサービスを購入（利用）す

る際の意識について  

(5)  商品やサービスに関する消費者問

題について 

(6)  消費者問題に関する情報について 

(7)  消費者教育について 

(8)  消費者問題に対する行政の取組に

ついて 

2,500人 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

 

県内の従業員 

規模５人以上の 

民営事業所 

 

 

 

 

(1) 消費者対応について 

(2) 従業員に対する消費者教育（啓発）

について 

(3)  消費生活等に関する社会貢献活動 

について 

(4)  消費者問題に対する行政の取組に 

ついて 

450 

事業所 

 

 

 

 

 

教 育 

機 関 

 

 

 

 

県内の教育機関 

・小，中，高等学校 

・特別支援学校 

・大学，短期大学， 

  専修学校等 

(1)  児童・生徒・学生に対する消費者 

  教育の実施状況等について 

(2)  消費者教育用の教材について 

(3)  児童・生徒・学生に対する消費者 

  教育の課題等について  

8５９校 
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(１) 消費生活に配慮を要する消費者の拡大 

   

一般消費者のうち，消費者教育（授業，講演，出前講座等）を受けたことがある

人は 48.1％で，受講した機会として最も多いのは「小・中・高校の授業」で 24.4%

となっています。18～29 歳までの年代では８割以上の人に受講経験がありますが，

50 代以上では半数以上の人が，受けたことがないと回答しています。 

 

また，従業員への消費者教育を実施している事業者は，25.7％にとどまっていま

す。 

 

令和４年４月から成年年齢が引下げられましたが，引下げに伴う消費者教育につ

いては，一般消費者の 67.7％，高等学校の 63.9％，特別支援学校の 75.1％，大

学・短大・専修学校等の 50.0％が不十分と感じています。 
 

消費者トラブルを経験したことがある消費者は 15.5％で，20 代以上の各年代に

おいて，１割以上の人が消費者トラブルを経験しています。また，トラブルのきっ

かけとなった商品の販売方法等は，インターネット通販が 49.4％で最も多くなっ

ており，これは，多くの年代で同様の傾向となっています。 
 

消費者トラブルを経験した際に，家族など自分の「身近な人」に相談した人が 37.3

％いた一方で，34.9％の人は誰にも相談していません。 

 
「消費者ホットライン１８８」についても，知っている人が 65.2％となっていま

すが，「名前は知っているが内容は知らない」と回答した人がこのうち 46.3％とな

っています。 

 
これらのことから，全ての消費者が，年齢や配慮を要する程度に関わりなく，安

心・安全な消費行動をとることができるための支援の在り方が課題と考えられます。 
 
(１)-１ 消費者教育（授業，講演，出前講座等）への参加の経験  

 

ある    48.1% 

ない    51.9% 

 
 
(１)-２ 消費者教育の参加機会  

 

 参 加  

し た も の  

小 ・ 中 ・ 高 校 の 授 業 （ 家 庭 科 ， 社 会 科 等 ）  24.4% 

小 ・ 中 ・ 高 校 の 課 外 授 業 ・ 特 別 授 業 ・ 見 学 等  10.2% 

大 学 ・ 専 門 学 校 な ど の 講 義  3.2% 

大 学 ・ 専 門 学 校 等 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 等  2.2% 

自 治 体 や 地域（町内会や老人クラブなど）等が主催する講演会・講座等 13.0% 

職 場 で の 講 習 会 ・ 勉 強 会 等  11.6% 

消 費 者 団 体 ２ ・ 生 協 等 主 催 の 講 習 会 ・ 勉 強 会 等  6.3% 

そ の 他  2.7% 
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(１)-３ 事業者における従業員への消費者教育の実施状況 

 

行っている    25.7% 

行っていない    73.7% 

無回答     0.6% 

 
(１)-４ 成年年齢引下げに伴う消費者教育 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十分 1.7%
どちらかとい

えば十分 4.7%

どちらかとい

えば不十分

33.8%

不十分 33.9%

わから

ない

23.7%

無回答 2.2%

〈一般消費者〉

十分 2.8%

どちらかとい

えば十分

29.2%

どちらかとい

えば不十分

58.3%

不十分 5.6%

わからない

2.8%

無回答 1.4%
〈高等学校〉

どちらかとい

えば十分

18.8%

どちらかとい

えば不十分

56.3%

不十分 18.8%

無回答 6.3%

〈特別支援学校〉
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(１)-５ 消費者トラブルの経験 

 

ある    15.5% 

周りに被害に遭った人がいる 3.7％ 

ない    77.8% 

 
 
(１)-６ トラブルのきっかけのうち，インターネット通販が占める割合 

 
年 齢  インターネット通販の割合 

18～ 19 －  

20～ 29 57.1% 

30～ 39 64.3% 

40～ 49 65.2% 

50～ 59 59.4% 

60～ 64 37.5% 

65～ 69 63.6% 

70 以 上  25.0% 

全 年 代  49.4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十分 2.9% どちらかといえ

ば十分 11.8%

どちらかといえ

ば不十分 41.2%不十分 8.8%

わからない

35.3%

〈大学・短大・専修学校等〉
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(１)-７ 消費者トラブルに遭った際の相談相手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(１)-８ 消費者ホットライン１８８の認知度 
 

名前も内容も知っている 18.8% 

名前は知っているが内容は知らない 46.3% 

知 ら な い  28.7% 

 
 
(２) 消費生活におけるデジタル技術の浸透 

   

一般消費者のうち，インターネットやスマートフォンをよく利用している人は

63.8％と最も多く，ときどき利用している人が 15. 4％となっています。 

 

インターネット通販で１年間に１回以上商品を購入等したことがある人は 49.3

％で，年代が高くなるにつれ利用頻度は少なくなっていますが，60 歳以上の年代に

おいても 26.8％の人が，１年間に１回以上インターネット通販で商品を購入等し

ています。 

 

また，支払い形態については，「クレジットカード」が 53.2％と最も多く，次い

で「スマホ決済３」が 38.1％となっています。年代別では，18～29 歳は「スマホ

決済３」が最も多く，30～69 歳は「クレジットカード」が最も多くなっています。 

幅広い年齢層で，現金以外の支払い方法が浸透していると考えられます。 

 

消費者トラブルのきっかけとなった商品の販売方法等は，インターネット通販が

49.4％で最も多くなっています。 

 

デジタル技術の進展により，全ての消費者が消費者トラブルのリスクにさらされ

ていることを念頭に，いかに消費者トラブルの予防・解決を図るかが課題と考えら

37.3%

1.2%

3.0%

1.2%

1.8%

21.1%

10.2%

1.2%

1.8%

1.8%

0.6%

3.0%

34.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

家族・知人・同僚など身近な人

消費者ホットライン１８８

市町村消費生活センター・相談窓口

県消費生活センター・大島消費生活相談所

国民生活センター

メーカーなどのお客様窓口

販売店等

弁護士，司法書士，消費者団体

警察

民生委員等地域の人

ヘルパー・ケアマネージャー

その他

誰にも相談したり，伝えたりしなかった
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れます。 

 
 
(２)-１ インターネット・スマートフォンの利用状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(２)-２ インターネット通販の利用状況 

 
年 齢  １年に１回以上利用した人の割合 

18～ 19 77.8% 

20～ 29 76.4% 

30～ 39 82.6% 

40～ 49 82.2% 

50～ 59 72.2% 

60～ 64 57.4% 

65～ 69 40.0% 

70 以 上  13.8% 

60 以 上  26.8% 

全 年 代  49.3% 

 
 
(２)-３ 最も多く利用した支払い形態 

 
ク レ ジ ッ ト カ ー ド  53.2% 

電 子 マ ネ ー （ IC カ ー ド 等 ）  21.8% 

ス マ ホ 決 済 ３  38.1% 

銀 行 振 込  22.8% 

商 品 券 ・ 回 数 券  20.7% 

デ ビ ッ ト カ ー ド  1.9% 

イ ン タ ー ネ ッ ト 決 済 専 用 の プ リ ペ イ ド カ ー ド  2.0% 

分 割 払 い  4.2% 

現 金 以 外 の 支 払 い 方 法 は 利 用 し て い な い  20.9% 

 
 
 
 
 
 

よく利用している

63.8%

ときどき利用して

いる15.4%

あまり利用してい

ない5.8%

全く利用していな

い14.8%

無回答0.3%
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(３) 持続可能でより良い社会の実現 

 
一般消費者における食品ロスの認知度は 88.6％ですが，食品ロス問題を認知し，

食品ロス削減のための取組を行っている人は 71.7％となっています。 

 

食品ロス削減に効果的な取組については，「冷凍保存を活用する」が 69.6％と最

も多く，次いで「「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく，自分で食べら

れるか判断する」が 61.6％となっています。一方，「飲食店等で食べ残した場合，

持ち帰りを検討する」は 19.7％にとどまっています。 
 

エシカル消費１の認知度は，「言葉は知っているが内容は知らない」を含めても

25.1％と低いものの，エ シ カ ル 消 費 １ に 繋 が る 行 動 と し て ， 買 い 物 時 に マ イ バ

ッ グ を 持 参 す る（ 83.8％ ），食 べ 残 し を 減 ら す（ 53.3％ ）こ と な ど を 心 が け

て い る 人 が 多 く な っ て い ま す 。  

ま た ，社 会 や 環 境 に 配 慮 し た 商 品・サ ー ビ ス を 選 択 す る 人 は 59.8％ と な っ

て お り ， 「 特に心がけていることはない」と回答した人は 4.3％となっています。 
 

エシカル消 費 １ を心がけていない人のうち，「参加方法が分からない」人は 34.8

％，「どれがエシカル消費１につながる商品やサービスか分からない」人は 28.3％

となっています。 
 

食 品 ロ ス 削 減 に 取 り 組 ん で い る 事 業 者 は 32.0％ と な っ て お り ，効 果 的 な 取

組 と し て ， 「 商 習 慣 の 見 直 し や 需 要 に 見 合 っ た 販 売 の 推 進 を 行 っ て い る 」 が

53.6％ と 最 も 多 く な っ て い ま す 。  

一 方 ， 「 余 っ た 食 材 を 寄 附 し て い る 」 は 8.9％ に と ど ま っ て い ま す 。  

 
事業者 の う ち ，「 消 費 者 志 向 経 営 ４ 」の 言 葉 や 意 味 の 認 知 度 に つ い て ，「 言

葉 と 内 容 の ど ち ら も 知 ら な い 」が 55.4％ と 最 も 多 く ，「 言 葉 と 内 容 の 両 方 を

知 っ て い る 」 の は 22.9％ と な っ て い ま す 。  

 

「 消 費 者 志 向 自 主 宣 言 ５ 」に つ い て ，行 う 予 定 の な い 事 業 者 が 53.3％ と 最

も 多 く ， 行 っ て いる事業者は 13.3％にとどまっています。 

 

食品ロス削減やエシカル消費１，消費者志向経営４に関する認知度と理解の向上が

課題と考えられます。 
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(３)-１ 食品ロス削減に効果的な取組（一般消費者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(３)-２ エシカル消費１の認知度 

 

言葉と内容のどちらも知らない    74.3% 

言葉は知っているが内容は知らない 19.0％ 

言葉と内容の両方を知っている  6.1% 

 
 
(３)-３ 食品ロス削減に効果的な取組（事業者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(３)-４ 消費者志向経営４の認知度 

 

言葉と内容のどちらも知らない    55.4% 

言葉は知っているが内容は知らない 20.0％ 

言葉と内容の両方を知っている  22.9% 

 

42.7%

55.7%

26.6%

69.6%

34.5%

61.6%

20.1%

37.7%

26.1%

19.7%

2.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

料理を作りすぎない

残さずに食べる

残った料理を別の料理に作り替える

冷凍保存を活用する

日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する

「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てず，自分で判断

商品棚手前の賞味期限の近い商品を購入する(てまえどり)

小分け商品，少量パック商品等食べきれる量を購入する

飲食店等で注文しすぎない

飲食店等で食べ残した場合，持ち帰りを検討する

その他

53.6%

23.2%

8.9%

30.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

商慣習の見直しや需要に見合った販売の推進

消費者への啓発

余った食品の寄附

その他
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(３)-５ 消費者志向自主宣言５ 

 

行っている    13.3% 

行う予定である 8.0％ 

行いたいと思っているが時期は未定  24.0% 

行う予定はない 53.3% 

 
 
 
(４) 消費生活相談体制 

 
「消費者ホットライン１８８」について，知っている人が 65.2％となっています

が，「名前は知っているが内容は知らない」と回答した人がこのうち 46.3％となっ

ています。 

 

消費者問題に関する機関や相談窓口の認知度については，「市町村消費生活セン

ター・相談窓口」を知っている人が 76.3％と，身近な相談窓口として認知度が高く

なっている一方，「名前は知っているが内容は知らない」と回答した人が 47.9％に

上っています。 
 

消費者トラブルを経験した際，34.9％の人は誰にも相談しておらず，その理由と

して，「相談しても仕方がないと思った」が 46.6％で最も高くなっています。また，

「どこに相談すればよいか分からなかった」も 17.2％に上っています。 

 
消費者ホットライン１８８などの消費生活相談窓口及びその役割に関する認知度

向上が課題と考えられます。また，新たな消費者トラブルに対応する行政職員や専

任相談員の質の向上も必要です。 
 
(４)-１ 消費者問題に関する機関や相談窓口の認知度 

 

 名前も内容も知っ

ている 

名前は知っている

が内容は知らない 
知らない 

消 費 者 ホ ッ ト ラ イ ン １ ８ ８  18.8% 46.3% 28.7% 

市 町 村 消 費 生 活 セ ン タ ー ・ 相 談 窓 口  28.4% 47.9% 18.1% 

県 消 費 生 活 セ ン タ ー・大 島 消 費 生 活 相 談 所  13.9% 36.4% 41.2% 

独 立 行 政 法 人  国 民 生 活 セ ン タ ー  9.8% 34.9% 46.5% 
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(４)-２ 消費者トラブルの際，誰にも相談しなかった理由 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ エシカル消費（ethical=倫理的な・道徳的な）とは，地域の活性化や雇用などを含む，人・社

会・地域・環境に配慮した消費行動のこと。（Ｐ65参照） 

２ 消費者団体とは，消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明，消費者に対する啓

発及び教育，消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び

向上を図るための健全かつ自主的な活動に努める団体のこと。 

３ スマホ決済とは，スマートフォンにクレジットカード，電子マネー，銀行口座などを登録し支

払う決済手段のこと。 

４ 消費者志向経営とは，消費者と共創・協働して社会価値を向上させる経営のこと。 

５ 消費者志向自主宣言とは，消費者志向経営を行うことを自主的に宣言すること。 

46.6%

12.1%

17.2%

5.2%

6.9%

32.8%

20.7%

3.4%

3.4%

1.7%

8.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

相談しても仕方がないと思った

相談せず自分で解決しようとした

どこに相談すればよいか分からなかった

恥ずかしいので，誰にも言えなかった

気まずい思いをしたり，もめごとになるのが心配だった

被害が小さいなど，相談するほどのトラブルではないと思った

自分にも責任があると思った

忙しく時間がなかった

被害に遭ったことに当時は気づいていなかった

被害を思い出したくなかった

その他
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県民の消費生活をめぐる現状と課題を踏まえた取組内容

(1) 消費生活相談窓口の認知度向上
(2) 消費生活相談員等の知識・技能の向上
(3) 市町村消費生活相談体制の充実への支援
(4) 県消費生活センター等の機能強化
(5) 相談体制の充実・強化

(1) 地域における見守り活動の充実
(2) 配慮を要する消費者への啓発

(1) 消費者トラブルの未然防止等
(2) 消費者取引の適正化
(3) 紛争の適切な解決の促進

(1) 商品・サービスの安全性の確保
(2) 食品・医薬品等の安全性の確保
(3) 規格・表示等の適正化
(4) 生活関連商品の安定的な供給・情報提供
(5) 緊急時における速やかな情報提供

(1) 消費者教育の推進
(2) 若年者への消費者教育の強化
(3) 消費生活に関する情報提供の充実
(4) 取引環境のデジタル化・グローバル化や

決済サービスの多様化への対応

１ 全ての消費者におけるライフステージ
に応じた体系的・継続的な消費者教育等
の推進（P43～P48）

第２章
県民の消費生活をめぐる現状と課題

第４章
消費者施策の推進を図るための取組

１ 消費者を取り巻く環境の変化

(1) 消費生活に配慮を要する消費者の
拡大（P２～P３）

(2) 消費生活におけるデジタル技術の
浸透（P４～Ｐ５）

２ 複雑化・多様化及び高度化する消
費者問題

(1) 県における消費生活相談の状況
（P10～P15）

(2) 当事者年齢別相談の状況
（P16～P18）

(3) 市町村における消費生活相談の状況
（P19）

３ 事業者への指導等の状況
（P20～P24）

４ 消費者教育の状況（P25～P28）

５ 消費者教育等に関する県民の意識
（P29～P38）

２ 配慮を要する消費者に係る消費者トラ
ブルの未然防止とその救済
（P49～P51）

３ 消費者の安全及び自主的かつ合理的な
選択の機会の確保（P52～P58）

４ 消費者トラブルの未然防止とその救済
（P59～P61）

６ どこに住んでいても質の高い相談を
受けられる体制の充実（P67～P69）

(3) 消費生活のグローバル化の進展
（P６）

(4) 持続可能でより良い社会の実現
（P７～Ｐ８）

(5) 緊急時における消費行動の変化
（P９）

５ 持続可能な社会の実現に向けた消費者
と事業者との連携（P62～P66）

(1) 食品ロス削減の推進
(2) 環境に配慮した消費行動等の促進
(3) 持続可能な社会の形成に資する取組の

推進
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